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板橋区障がい者計画2030・ 
障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期）

　区の障がい福祉の基本方針を定める「障がい者計画2030」と併せて、障
がい福祉サービス・地域生活支援事業などの提供体制の確保を目的とす
る「障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期）」を策定しまし
た。
▶意見の件数＝50件（12人）▶意見の概要と区の考え方（抜粋）＝ 表１ 参照
▶全文の閲覧場所＝障がい政策課（区
役所３階㉔窓口）、区政資料室（区役所
１階⑦窓口）、赤塚・志村の各福祉事
務所、各地域センター、区立各図書
館、区ホームページ▶問＝障がい政策
課管理係☎3579−2361 3579−4159
f-keikaku@city.itabashi.tokyo.jp
表１  意見の概要と区の考え方（抜粋）

意見の概要 区の考え方
障がい者に対する各種制度の周知が不足して
いる。情報にたどり着くまでの困難さを解消
するため、障がい者からの申請を待つだけで
なく、行政側から積極的に直接アプローチす
べきではないだろうか。

障がい者が必要な情報を取得・利用できる環
境の整備の重要性を認識しています。メー
ル・SNSを活用した適時適切な情報提供な
ど、 「行政サービスなどにおける配慮の促進」
に取り組んでいきます。

令和６年度食品衛生監視指導計画
　食品衛生法に基づき、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止するた
め、本計画を策定しました。
▶全文の閲覧場所＝生活衛生課（板橋区保健所５階）・区政資料室（区役
所１階⑦窓口）・各地域センター・区立各図書館・区ホームページ※本
計画（素案）について意見を募集しましたが、意見は寄せられませんでし
た。▶問＝生活衛生課食品衛生第三係☎3579−2336

国民健康保険保健事業プラン2029
　板橋区国民健康保険加入者の健康の保持増進、QOL（生活の質）の維持
向上、医療費の適正化を図るため、本計画を策定しました。
▶意見の件数＝１件（１人）▶意見の概要と区の考え方＝ 表２ 参照▶全文
の閲覧場所＝国保年金課（区役所２階⑳窓口）・区政資料室（区役所１階
⑦窓口）・各地域センター・区立各図書館・区ホームページ▶問＝国保
年金課国保特定健診係☎3579−2328
表２  意見の概要と区の考え方

意見の概要 区の考え方
保健事業の向上や適正化をめざしている
ことは評価する。医療情報の電子化を含
めた、AI（人工知能）技術などを推進した
政策を期待する。

本計画では保健事業における医療DX（デジタルト
ランスフォーメーション）の活用の推進に向けた
取組を取り入れていませんが、関係機関と協議
し、医療DXの推進について検討していきます。

計画・プランを策定しました計画・プランを策定しました 意見をお寄せいただき、 
ありがとうございました。

表３  第９期（令和６～８年度）の所得段階別介護保険料
第９期

所得段階 対　象 保険料率 年間保険料

１
●  生活保護を受給中の方
●  老齢福祉年金を受給中で、世帯全員が住民税非課税の方
●  世帯全員が住民税非課税で、本人の前年中の合計所得金額と課税

対象年金収入額の合計が80万円以下の方

0.285
（0.455）

２万2200円
（３万5500円）

２ 世帯全員が住
民税非課税の
方

本人の前年中の合計所得金額と課税対象年金収入額の
合計が80万円を超え、120万円以下の方

0.435
（0.635）

３万4000円
（４万9600円）

３
本人の前年中の合計所得金額と課税対象年金収入額の
合計が120万円を超える方（本人が住民税未申告の場合
を含む）

0.685
（0.69）

５万3500円
（５万3900円）

４ 本人は住民税
非課税で、同
世帯に住民税
課税者がいる
方

本人の前年中の合計所得金額と課税対象年金収入額の
合計が80万円以下の方 0.9 ７万400円

５
本人の前年中の合計所得金額と課税対象年金収入額の
合計80万円を超える方（本人が住民税未申告の場合を
含む）

1.0 ７万8200円

６

本人に住民税
が課税されて
いる方

前年中の合計所得金額が125万円未満の方 1.15 ８万9900円 
７ 前年中の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 1.25 ９万7800円
８ 前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.45 11万3400円
９ 前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.65 12万9000円
10 前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.9 14万8600円
11 前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.1 16万4300円
12 前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.3 17万9900円
13 前年中の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 2.4 18万7700円

14 前年中の合計所得金額が820万円以上1000万円未満の
方 2.5 19万5600円

15 前年中の合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の
方 2.9 22万6800円

16 前年中の合計所得金額が1500万円以上2000万円未満の
方 3.4 26万6000円

17 前年中の合計所得金額が2000万円以上の方 3.9 30万5100円

第８期（参考）
対　象 保険料率 年間保険料

●  生活保護を受給中の方
●  老齢福祉年金を受給中で、世帯全員が住民税非課税の方
●  世帯全員が住民税非課税で、本人の前年中の合計所得金

額と課税対象年金収入額の合計が80万円以下の方

0.3
（0.5）

２万1700円
（３万6200円）

世帯全員が住
民税非課税の
方

本人の前年中の合計所得金額と課税対象年
金収入額の合計が80万円を超え、120万円以
下の方

0.45
（0.7）

３万2600円
（５万700円）

本人の前年中の合計所得金額と課税対象年
金収入額の合計が120万円を超える方（本人
が住民税未申告の場合を含む）

0.7
（0.75）

５万700円
（５万4300円）

本人は住民税
非課税で、同
世帯に住民税
課税者がいる
方

本人の前年中の合計所得金額と課税対象年
金収入額の合計が80万円以下の方 0.9 ６万5200円
本人の前年中の合計所得金額と課税対象年
金収入額の合計80万円を超える方（本人が住
民税未申告の場合を含む）

1.0 ７万2400円

本人に住民税
が課税されて
いる方

前年中の合計所得金額が125万円未満の方 1.15 ８万3300円
前年中の合計所得金額が125万円以上210万
円未満の方 1.25 ９万600円
前年中の合計所得金額が210万円以上320万
円未満の方 1.45 10万5000円
前年中の合計所得金額が320万円以上400万
円未満の方 1.65 11万9500円
前年中の合計所得金額が400万円以上550万
円未満の方 1.85 13万4000円
前年中の合計所得金額が550万円以上700万
円未満の方 2.05 14万8500円
前年中の合計所得金額が700万円以上1000万
円未満の方 2.25 16万3000円
前年中の合計所得金額が1000万円以上1500
万円未満の方 2.65 19万2000円
前年中の合計所得金額が1500万円以上の方 3.15 22万8300円

※第１～第５段階では、合計所得金額がマイナスの場合、同金額を０円と置き換えます。また、公的年金などに係る雑所得を控除し、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除した
額を適用します。※第１～第３段階のカッコ内は、公費による保険料軽減を実施する前の料率・年間保険料です。
表４  

意見の概要 区の考え方
ＤＸ戦略について、事業所・利用者の紙の申請書は全廃する勢いで取り組んでほし
い。介護保険の認定申請書を区のホームページなどから申請可能にすることは技術
的にもセキュリティ的にも難度は高くないと思う。また、高齢者向けのスマートフ
ォン教室などで申請方法を取り扱えば、より実践的な内容になり、電磁的方法を導
入することで、職員の業務負担も減ると思う。

区では、現在、ＤＸ戦略の観点から行政手続きのオンライン化や新しい電子申請システムなどの活用を通
じ、行政手続きの利便性向上や行政運営の効率化を推進しています。電子申請の更なる施策展開について
は、ご意見にある方策を含め、検討を進めていきます。また、スマートフォン教室などでは、高齢者の方
に基本的操作を覚えていただくことにより、ＩＣＴスキルの向上をめざしています。高齢者の情報機器・
電子申請の普及状況や参加者の状況などに応じて、より実践的な内容の取組を検討していきます。

問　合 ●��計画について…介護保険課管理相談係☎3579−2357
●��介護保険料について…介護保険課資格保険料係☎3579−2359

高齢者保健福祉・介護保険事業計画2026
　区の高齢者保健福祉の基本方針を定める「高齢者保健福祉計画」と併せ
て、保険給付・地域支援事業の円滑な実施の確保を目的とする「介護保
険事業計画」を策定しました。
介護保険料基準額の設定
　第９期（令和６〜８年度）の保険料基準額は、月6520円です。この基準
額に、該当する所得段階の保険料率をかけた額の12か月分（100円未満切
り捨て）が、年間保険料になります（ 表３ 参照）。

意見の概要と区の考え方
▶意見の件数＝18件（９人）▶意見の概要と考え方（抜粋）＝ 表４ 参照▶全
文の閲覧場所＝３月27日㈬から、長寿社会推進課（区役所２階⑯窓口）・
介護保険課（区役所２階⑭窓口）・区政資料室（区役所１階⑦窓口）、各地
域センター、各健康福祉センター・おとしより保健福祉センター・各お
としより相談センター・各福祉事務所・区立各図書館・区ホームページ


